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は追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申

込受付日にかかる発行価額の総額を、受託会社の当ファンドにかかる口座に払い込みます。 
 

(10)  払込取扱場所 

受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所

については、前（8）をご参照下さい。 
 

(11)  振替機関に関する事項 

ファンド受益権に係る振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 
 

(12)  その他 

① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとしま

す。 

② 継続申込期間について、申込みの受付けは原則として午後 3 時までとします。受付時間を過ぎてから

の申込みは翌営業日の取扱いとします。また、シンガポールの銀行の休業日、香港の銀行の休業日、毎

年の 12 月 24 日においては、原則として取得の申込みを受付けないものとします。 

③ 信託財産の効率的な運用に資するため委託会社が必要と認めるとき、または取引所等における取引の

停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付けを中止

することおよび既に受付けた取得申込を取り消すことができます。 

④ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する＜自動けいぞく投

資コース＞と、収益の分配が行われる毎に収益分配金を受益者に支払う＜一般コース＞があります。取

扱い可能なコースについては、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、コース名は申込取扱場所により

異なる場合があります。 

⑤ ＜自動けいぞく投資コース＞を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく

投資約款」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権

利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当

該別の名称に読替えるものとします。受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、

取得の申込みを行うものとします（以下同じ。）。 

⑥ 申込金額には利息は付きません。 

⑦ 振替受益権について 
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関

の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振

替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 
（参考） 
◆投資信託振替制度とは、 
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記

載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 
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第二部  ファンド情報 

第1 ファンドの状況 

1 ファンドの性格 

(1) ファンドの目的及び基本的性格 
当ファンドは、主としてケイマン籍の円建て外国投資信託「ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハ

イ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス」受益証券および国内籍投資信託「アイエヌジー・短期債券マ

ザーファンド」受益証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 
当ファンドは追加型投信／海外／債券に属しています。 
追加型投信とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに

運用されるファンドをいいます。 

海外／債券とは、投資信託約款において組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の債券を源

泉とする旨の記載があるものをいいます。 

下記は社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。当ファンドに該

当する商品分類と属性区分を白抜きで表示しています。 

商品分類表 
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 

単位型 国内 株式 

追加型 海外 債券 

 内外 不動産投信 

  その他資産 

  資産複合 

属性区分表 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 

株式 年 1 回 グローバル ファミリーファンド あり（フルヘッジ） 

一般 年 2 回 日本 ファンド・オブ・ファンズ なし 

大型株 年 4 回 北米   

中小型株 年 6 回（隔月） 欧州   

債券 年 12 回（毎月） アジア   

一般 日々 オセアニア   

公債 その他 中南米   

社債  アフリカ   

その他債券  中近東（中東）   

クレジット属性  エマージング   

不動産投信     

その他資産（投資信託証券

（債券 社債 低格付債）） 
    

資産複合     

資産配分固定型     

資産配分変更型     

その他資産（投資信託証券（債券 社債 低格付債））とは、投資信託約款において投資信託証券を通

じて主としてハイ・イールド（低格付）債券に投資する旨の記載があるものをいいます。 
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投資対象地域のアジアとは、投資信託約款において、組入れ資産による投資収益が日本を除くアジア

地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

商 品 分 類 、 属 性 区 分 の 定 義 に つ い て は 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.toushin.or.jp）をご覧ください。 

 

＜信託金の限度額＞ 

●委託会社は、受託会社と合意のうえ、500 億円を上限として信託金を追加することができます。 

●委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 

 

＜ファンドの特色＞ 

●日本を除くアジアの企業が発行する主に米ドル建て※のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象と

します。 

※米ドル建て以外のハイ・イールド債券に投資することがあります。その場合、原則として米ドルで為替ヘ

ッジを行います。 

当ファンドは「ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス」受益

証券および国内籍投資信託「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象とするファン

ド・オブ・ファンズ方式で運用します。 

●「ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス」の運用はアイエヌ

ジー・インベストメント・マネジメント・アジアパシフィック・リミテッド（シンガポール）が行います。 

●当ファンドは投資対象とする投資信託証券（ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボン

ド・ファンド 日本円クラス）において対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行いま

す。 

●原則、毎月 15 日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき収益の分配を行い

ます。 

※分配対象収益が少額の場合は分配を行わない場合があります。 

※初回の決算は平成 24 年 1 月 16 日に行います。 



ハイ・イールド債券とは
●  一般的に格付機関等（スタンダード&プアーズ社、ムーディーズ社など）によって付与される信用度を示す格付がBB/Ba格以下の
高利回り債券のことを指します。

●  ハイ・イールド債券は、投資適格債にくらべ、信用リスクが高く、債務不履行（デフォルト）に陥るリスクが高い反面、償還までの期間が
同じ投資適格債にくらべ、利回りが高いという特徴があります。

スタンダード＆プアーズ社、ムーディーズ社のホームページの情報
を基にアイエヌジー投信作成

上記はイメージ図であり、すべてに当てはまるものではありません。

Ｓ＆Ｐ
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C

信用度 ムーディーズ
Aaa
Aa
A
Baa
Ba
B
Caa
Ca
C

ハイ・イールド債
投機的格付債

投資適格債
高

低

利回り
低

高

利回り

スプレッド
信用力等により
上乗せされる金利

国債 ハイ・イールド債

高成長を続けるアジア
● 先進国経済が低迷するなか、アジア諸国の経済は比較的高水準の成長を続けており、今後も高い成長が見込まれています。
●  ＧＤＰ（国内総生産）における対外債務比率が、近年、大幅に改善するなど、アジア諸国の財務状況は欧米などの先進国に比べ相
対的に健全です。

（出所）International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011、アジアはDeveloping Asia

アジアの実質GDP成長率の推移

債券格付と信用リスク・利回りの関係

アジアの対外債務対GDP比

ハイ・イールド債のスプレッドのイメージ図
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▶アジア・ハイ・イールド債券に投資

▶為替ヘッジの活用

日本を除くアジアの企業が発行する主に米ドル建てのハイ・イールド債券等に投資することで、高水準のインカム・ゲインの獲得
と信託財産の中長期的な成長を目指します。

為替ヘッジを行うことで、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
※為替ヘッジを行う際には米ドルと円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。

アジア・ハイ・イールド債券に投資
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各債券の利回り比較（インデックスベース、課税前） 過去10年のハイ・イールド債券のパフォーマンス比較

（出所） ブルームバーグ、モルガン・マーケッツ、BofA メリルリンチ・グローバル・インデッ
クス・システム
日本国債10年、米国国債10年、ユーロ（ドイツ）国債10年 ： ブルームバーグ、
ジェネリック
エマージング国債 ： JPモルガン EMBI Global
米国ハイ・イールド債券 ： BofA メリルリンチ US High Yield Master II 
Constrained Index 
欧州ハイ・イールド債券 ： BofA メリルリンチ European Currency High 
Yield Constrained Index
アジア・ハイ・イールド債券 ： JPモルガン Asia Credit Index -Corporate 
Non‒Investment Grade

（出所） ブルームバーグ、2001年9月末を100として指数化
アジア・ハイ・イールド債券 ： 2005年9月までJACI Non-investment 
Corporate、2005年10月以降 Asia Credit Index (New JACI)-Corporate 
Non‒Investment Grade（米ドル建て）
米国ハイ・イールド債券 ： BofA メリルリンチ US High Yield Master II 
Constrained Index（現地通貨建て）
欧州ハイ・イールド債券 ： BofA メリルリンチ European Currency High 
Yield Constrained Index（現地通貨建て）
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期間2001年9月末～2011年9月末2011年9月末現在

アジア・ハイ・イールド債券の特徴
●  アジア・ハイ・イールド債券は、先進国やエマージング国の国債に比べ高い利回り水準になっています。一般に格付の低い（信用力
が低い）債券ほど、利回りは高くなる傾向にあります。

●  過去10年のアジア・ハイ・イールド債券は欧米のハイ・イールド債券に比べて概ね安定的な推移となりました。

アジア・ハイ・イールド債券市場
●  アジア・ハイ・イールド債券市場の歴史は米国や欧州に比べると浅いものの、市場規模と発行額は近年急拡大し、投資家の注目を
集めています。また、アジア・ハイ・イールド債券市場は市場の非効率性が多く存在すると言われ、超過収益を獲得する機会が相対
的に多いと考えられています。

●  一方、アジア・ハイ・イールド債券市場は、欧米のハイ・イールド債券市場に比べると流動性が低く、また、発行体の所在国や業種に偏
りがみられます。

上記データは過去のものであり、将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

上記データは過去のものであり、将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。上記構成比は予告なく変更されます。

（出所）ＪＰモルガン・マーケッツ
アジア・ハイ・イールド債券 ： JPモルガン Asia Credit Index -Corporate 
Non‒Investment Grade

アジア・ハイ・イールド債券市場の時価総額 アジア・ハイ・イールド債券市場の国別構成比

アジア・ハイ・イールド債券市場のセクター別構成比
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アジア・ハイ・イールド債券市場の環境
●  2008年の金融危機の影響でアジア・ハイ・イールド債券のスプレッド（国債等との利回り差）は拡大しましたが、その後、金融市場の
落ち着きとともにスプレッドは縮小しました。

●  足元では、欧州の債務問題を発端としたリスク回避の動きからスプレッドが拡大していますが、内需依存度が高いアジアの企業は、
欧州債務危機の影響が相対的に小さいと考えられています。

アジア・ハイ・イールド債券の利回りとスプレッドの推移 スプレッドと債券価格/利回りの関係（イメージ図）

（出所）ブルームバーグ、JPモルガン モルガン・マーケッツ
米国10年国債 ： ブルームバーグ、ジェネリック
アジア・ハイ・イールド債券 ： JPモルガン Asia Credit Index -Corporate Non‒
Investment Grade

信用リスクの増大は、スプレッドの拡大につながります。
国債等の利回りが一定の場合、スプレッドが拡大すると一般
的に債券価格は下落（利回りは上昇）します。

信用リスクは企業業績・景気動向・信用度に関する市場
の評価・市場の投資環境などにより変動します。

上記はイメージ図であり、実際の動きとは異なる場合があります。

信用リスク スプレッド ハイ・イールド債券
の価格

ハイ・イールド債券
の利回り
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期間2005年9月末～2011年9月末

上記データは過去のものであり、将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

為替ヘッジによるヘッジコストの発生 米ドル／円のヘッジコストの推移

上記データは過去のものであり、将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また、実際のヘッジ・コストは相場動向に
より、各通貨の金利差と異なる場合があります。

上記はイメージ図であり、すべてに当てはまるものではありません。 上記の為替予約取引によるヘッジ・コストは簡便法によるものであり、実際のものとは異なります。金利は、
日本円および米ドルの短期金利は、Libor3ヵ月物金利

米ドル短期金利 対象通貨の短期金利

ヘッジコスト
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歴史的
低水準

米ドルの短期金利よりも低い通貨で為替予約取引を行
う場合

期間2001年9月末～2011年9月末

●  為替ヘッジを行うことで、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
●  為替ヘッジを行う際には米ドルと円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。

為替ヘッジの活用
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アジア・ハイ・イールド債券運用チーム

ING IMの運用資産総額

運用プロセスの概要

ING IMのアジア・ハイ・イールド債券運用
●  ING・インベストメント・マネジメント（ING IM）は、INGグループの資産運用部門として世界30ヵ国以上に拠点を構えグローバルに業
務を展開しています。

●  ING IMは、経験豊富な運用スペシャリストにより構成されるアジア・ハイ・イールド債券運用チームをシンガポールに擁し、相対的に投
資調査活動が少ない市場において、その知識と経験を活かした運用を行っています。

2011年6月末現在 1ドル=80.44円にて換算
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が出来ない場合が
あります。

アジアのクレジット・チームは、グローバル・クレジット運用チームの一員です。
グローバル・クレジット運用チームは、米国、欧州、アジアに拠点を有し、市
場分析やクレジット分析においても、他地域の企業との同業比較を行うな
ど、グローバルな運用体制が採られています。

2011年8月末現在

4,725億米ドル
（約38兆円※）

銘柄選択
（ボトムアップ）

発行体
スクリーニング

マクロ見通し

ファンダメンタル
見通し
テクニカル
見通し

バリュエーション

ファンダメンタル・
クレジット分析

魅力度
分析

ポートフォリオ・
ポジショニング
（トップダウン）

最適
投資アイデア

最適ポート
フォリオ・
プロファイル

ポートフォリオ
構築

アジア・ハイ・イールド・ポートフォリオ

グローバル・
クレジット

米国ハイ･イールド
（米国・アトランタ）

アジア・ハイ･イールド
（シンガポール）

欧州ハイ･イールド
（オランダ・ハーグ）
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● 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。

（分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合） （分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合）

普通分配金
※特別分配金は実質的
に元本の一部払戻しと
みなされ、その金額だけ
個別元本が減少しま
す。また、特別分配金
部分は非課税扱いとな
ります。

受益者の
購入価額

（当初個別元本）

受益者の
購入価額

（当初個別元本）

特別分配金

分配金
支払後
基準価額

個別元本

特別分配金

分配金
支払後
基準価額

個別元本

普通分配金 ： 個別元本（受益者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
特別分配金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、特別分配金の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照下さい。

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

（前期決算から基準価額が上昇した場合） （前期決算から基準価額が下落した場合）

前期決算日

10,500円 10,500円

10,550円

10,450円
＊500円
（③＋④）

＊500円
（③＋④）

＊分配対象額
500円

前期決算日

＊分配対象額
500円

＊分配対象額
450円

＊50円を取崩し

期中収益
（①＋②）
50円

＊50円

＊450円
（③＋④）

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

10,300円

＊分配対象額
420円

＊420円
（③＋④）

当期決算日
分配後

分
配
金
100円

10,400円

①  20円
配当等収益

＊80円を取崩し

＊80円

当期決算日
分配前

分
配
金
100円

（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

● 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託で分配金が
支払われるイメージ

投資信託の資産

分配金

［収益分配金に関する留意事項］
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＜投資対象とする投資信託証券の概要＞
ファンド名 ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス

ファンドの形態 ケイマン籍外国投資信託（円建て）

投資態度 ① 主に米ドル建てのアジア・ハイ・イールド債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの
確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 当ファンドは保有資産について対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運
用を行います。
③ ポートフォリオは、最適投資アイディア（ボトム・アップ）と最適ポートフォリオ・プロファイル（トッ
プ・ダウン）を融合して構築します。
④資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。

運用管理費用 純資産総額に対して年率0.3％
ただし、監査費用やファンドの設立費用等、ファンド運営に関する費用が別途かかります。

投資顧問会社 アイエヌジー・インベストメント・マネジメント・アジアパシフィック・リミテッド（香港）

副投資顧問会社 アイエヌジー・インベストメント・マネジメント・アジアパシフィック・リミテッド（シンガポール）

ファンド名 アイエヌジー・短期債券マザーファンド

ファンドの形態 国内籍投資信託（円建て）

投資態度 ①主として残存期間の短い日本の債券に投資します。
②運用にあたっては流動性を高位に保持します。
③ ポートフォリオの構成にあたっては少数銘柄に偏ることなく分散投資に留意し、インカムゲ
インの獲得を目指すとともに、リスクの低減に努めます。
④ ポートフォリオに組入れる債券は原則として、投資適格債券とします。この場合、複数の機
関によって格付がなされているときには、その最低の格付をもって当該債券の格付としま
す。
⑤ポートフォリオに組入れられる債券の平均格付けは原則としてＡ格以上に保ちます。
⑥資産運用は
（1）イールドカーブの分析とポジショニングの決定
（2）銘柄の選定
（3）リスクコントロール
の3つのステップで行います。
⑦ シティグループ世界マネーマーケットインデックス（日本円3ヵ月ユーロ預金）をベンチマーク
とします。
⑧ 円貨建資産に投資することを原則としますが、投資政策委員会およびファンドマネー
ジャーの判断により外貨建資産に投資することもあります。この場合、為替リスクについて
はフルヘッジします。
⑨資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。

信託報酬 ありません

委託会社 アイエヌジー投信株式会社
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(2) ファンドの沿革 
平成 23 年 12 月 5 日 当初設定、信託契約締結、運用開始 

 

(3) ファンドの仕組み 

当ファンドの運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行います。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債

券に直接投資するのではなく、投資信託証券に投資することにより運用を行う仕組みです。 
 

［当ファンドにおける運用の仕組み］ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
※「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。 

アジアのハイ・イールド 
債券等 

※為替ヘッジにより為替変

動リスクの低減を図ります。投資

損益

投資

損益

 
ING・アジア・ 
ハイ・イールド

債券ファンド 
日本円コース 
（毎月分配型） 分配金 

償還金等 

申込金 
 
 

投資家 
（受益者） 

ING・ケイマン・ファン

ズⅡ‐ING・アジア・

ハイ・イールド・ボンド・

ファンド 日本円クラス
 

アイエヌジー・短期

債券マザーファンド

投資

損益

 
国内の短期債券等
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＜ファンドの関係法人図＞ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

証券投資信託契約

（受
益
者
） 

投
資
家 

 
 募集･販売の取扱い 
 目論見書･運用報告書の交付 
 収益分配金の支払･再投資 
 一部解約金･償還金等の支払 
 所得税･地方税の源泉徴収 
 取引報告書･残高照合書･計算書･預かり証等の交付 

 販売会社はこれらの業務の報酬として、募集販売手数料お

よび信託報酬の一部を受け取ります。 

販 売 会 社 

お申込金 

分配金・償還金・

一部解約金 

 

アイエヌジー投信株式会社 
 信託約款･有価証券届出書の届出 
 受託銀行と信託契約の締結 
 一部解約の実行 
 信託財産の運用指図等 
 信託財産の計算（基準価額を含む） 
 信託財産に関する帳簿書類の作成 
 目論見書･運用報告書の作成 

 委託会社はこれらの業務の報酬とし

て信託報酬の一部を受け取ります。 

委 託 会 社

 

住友信託銀行株式会社 

（再信託受託会社：日本トラスティ・サ

ービス信託銀行株式会社） 
 委託会社との信託契約の締結 
 信託財産の保管･管理 
 信託財産の計算（基準価額を含む）

受託銀行はこれらの業務の報酬とし

て信託報酬の一部を受け取ります。

受 託 会 社 

信託金 

損益 

お申込金 分配金・償還金・

一部解約金 
募集・販売等に関する契約

ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 

日本円コース（毎月分配型） 
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＜契約の主要な内容＞ 

●募集・販売等に関する契約（委託会社と各販売会社の契約） 

募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、分配金、償還金及び一部解約金の支払等に関

する契約 

●証券投資信託契約（委託会社と受託会社間の契約） 

証券投資信託の設定から償還までの運営に関する取り決め事項に関する契約 

●投資一任契約（委託会社と投資顧問会社間の契約） 

委託会社より運用権限の全部または一部を投資顧問会社に委託するための契約 
 

＜委託会社の概況（本書提出日現在）＞ 

●資本金 4 億 8,000 万円 

●沿革 
平成 11 年 9 月 8 日 アイエヌジー投信株式会社設立 
平成 11 年 9 月 30 日 証券投資信託委託業の認可取得（金融再生委員会第 16 号）投

資顧問業の登録（関東財務局長第 884 号） 
平成 12 年 11 月 30 日 投資信託及び投資法人に関する法律の平成 12 年法 97 附則第 9

条に基づく投資信託委託業のみなし認可 
平成 17 年 8 月 31 日 投資一任契約に係る業務の認可取得（内閣総理大臣第 56 号） 

平成 19 年 9 月 30 日 金融商品取引業のみなし登録（関東財務局長（金商）第 300 号） 

平成 21 年 1 月 5 日 第一種金融商品取引業の業務開始 

 

●大株主の状況 
名称 住所 持株数 持株比率

アイエヌジー・インベストメント・マネジメ

ント（アジア・パシフィック）・ビー・ヴィ 
オ ラ ン ダ 王 国 ハ ー グ 市

2595AS スケンクカーデ 65 9,350 株 100% 
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2 投資方針 

(1) 投資方針 

① 基本方針 

この投資信託は信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 

② 投資態度 

a ケイマン籍の円建て外国投資信託「ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日

本円クラス」および国内籍投資信託「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」を主要投資対象とします。 
b ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラスへの投資を通じて日本を

除くアジアの企業が発行する主に米ドル建てのハイ・イールド債券に投資します。 
c ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラスでは対円で為替ヘッジを

行い、為替変動リスクの低減を図ります。 
d ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラスへの投資比率を高位に

維持することを基本とします。 
e 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。 

 

※投資先ファンドの選定の方針 
日本を除くアジアの企業が発行する主に米ドル建てのハイ・イールド債券に投資すること、および対円での為替

ヘッジを行う方針から ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラスを選

定しました。 
 

(2) 投資対象 

①投資の対象となる資産の種類 

当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。（信託約款第 15 条） 

1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるも

のをいいます。以下同じ。） 

a 有価証券 
b 金銭債権 
c 約束手形 

 

2.次に掲げる特定資産以外の資産 

a 為替手形 
 

②委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍の円建て外国投資信託 ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・ア

ジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラスの受益証券およびアイエヌジー投信株式会社を委託

者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたアイエヌジー・短期債券マザーファンドの受益

証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各

号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。（信託約款第 16 条第 1 項） 

a コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 
b 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 a の証券の性質を有するもの 
c 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債

券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引

受権証券および短期社債等を除きます。） 
d 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
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証券に限ります。） 
なお、前 c の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付

の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。 
 

③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条

第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指

図をすることができます。（信託約款第 16 条第 2 項） 

a 預金 
b 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 
c コール・ローン 
d 手形割引市場において売買される手形 

  

④ 前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が

運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前③に掲げる金融商品により運用することの指図

をすることができます。 

 

※ファンドの純資産総額の 10％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は以下のとおりで

す。 

投資先ファンドの名称 ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド

日本円クラス 

運用の基本方針 
主に米ドル建てのアジア・ハイ・イールド債を主要投資対象とし、高水準の

インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行

います。 
主要な投資対象 日本を除くアジアの企業が発行する主に米ドル建てのハイ・イールド債券 

委託会社の名称 

投資顧問会社：アイエヌジー・インベストメント・マネジメント・アジアパシフィ

ック・リミテッド（香港） 
副投資顧問会社：アイエヌジー・インベストメント・マネジメント・アジアパシ

フィック・リミテッド（シンガポール） 
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(3) 運用体制 

①運用体制 

委託会社の運用体制は、以下の通りとなっております。本書提出日現在、30 名程度が当該業務に従事

しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「計画：Plan」 

月次で開催される投資環境会議の主な内容は下記の通りです。 

①為替、株式、債券、商品市場の過去 1 ヶ月の動きを検証 

②株式、債券のバリュエーションを検討 

③マクロ経済シナリオを決定 

④各資産クラスの今後 3 ヶ月、12 ヶ月の期待収益率を決定 

 

投資政策委員会は当委員会規則に基づき、月次で開催されます。主な内容は下記の通りです。 

①投資方針を承認 

②投資実績の報告 

③ファンドの運用計画書の承認 

④複数資産クラスに投資するファンドの資産配分を決定 

 

 

実行：Implement

株式運用会議
債券運用会議

・ポートフォリオの構築
・資産配分の調整

検証：Review

考査会議

・ファンド分析
・パフォーマンス分析

計画：Plan

投資政策委員会

・基本投資方針の決定
・投資戦略の決定
・個別ファンドの運用計画

投資環境会議

・投資環境の分析
・期待収益率の決定

実行：Implement

株式運用会議
債券運用会議

・ポートフォリオの構築
・資産配分の調整

検証：Review

考査会議

・ファンド分析
・パフォーマンス分析

計画：Plan

投資政策委員会

・基本投資方針の決定
・投資戦略の決定
・個別ファンドの運用計画

実行：Implement

株式運用会議
債券運用会議

・ポートフォリオの構築
・資産配分の調整

検証：Review

考査会議

・ファンド分析
・パフォーマンス分析

計画：Plan

投資政策委員会

・基本投資方針の決定
・投資戦略の決定
・個別ファンドの運用計画

投資環境会議

・投資環境の分析
・期待収益率の決定
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「実行：Implement」 

日次で開催される株式運用会議の主な内容は下記の通りです。 

①運用計画の実施・調整 

②リサーチ結果の討議 

③リサーチの優先順位策定 

④モデル・ポートフォリオの見直し 

⑤その他運用関連事項 

 

週次で開催される債券運用会議の主な内容は下記の通りです。 

①運用計画の実施・調整 

②クレジット関連の討議 

③その他運用関連事項 

 

「検証：Review」 

月次で開催される考査会議の主な内容は下記の通りです。 

①ファンドのパフォーマンス（対ベンチマーク、対他社設定ファンドとの相対比較等）を検証 

②ファンドパフォーマンスの要因分析 

 

＜受託会社に対する管理体制＞ 

受託会社の資産管理業務に係る事務処理体制、事務執行に起因する事故等が生じた場合には、受託会

社に対し事故顛末ならびに再発防止策等の提出を求めるとともに、業務部が事故報告書を作成し、コンプ

ライアンス・リスクマネジメント部コンプライアンス・オフィサー宛に提出します。事故報告書は、月次のコンプ

ライアンス委員会にて検証され、必要とされる場合には受託会社に対する業務改善要求、その他の措置を

決定します。 

 

コンプライアンス・リスクマネジメント部は、定期的に受託会社の財務内容等を調査し、受託業務を遂行する

に十分な財政的基盤を維持していることを確認します。また、年次にて受託会社より監査法人が作成した

「内部統制の整備及び運用状況報告書」を徴求し、受託会社の内部統制が受託業務を遂行するにつき十

分な水準であることを確認します。 

 

(4) 分配方針 

毎決算時（決算日をいいます。決算日は毎月 15 日です。ただし、決算日が休業日の場合には翌営業日

となります。）に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。 
①分配対象収益の範囲 

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入（繰越分を含みます。）および売買益（評価益を含

みます。）等の全額とします。 
②分配対象収益についての分配方針 

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の

場合は、分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行う

ことがあります。 
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③留保益の運用方針について 

収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 
 

分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益

分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の

名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決

算日から起算して 5 営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま

たは記録されます。 

 

(5) 投資制限 

①信託約款における投資制限 

a 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
b 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
c 外貨建資産への直接投資は行いません。 
d 資金の借入れ（信託約款第 25 条） 

（a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部

解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的と

して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当

該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 
（b）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への

解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営

業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金お

よび有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日に

おける信託財産の純資産総額の 10%をこえないこととします。 
（c）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 
（d）借入金の利息は信託財産中より支弁します。 
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3 投資リスク 

(1) ファンドのリスク 
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて外貨建ての債券など値動きのある証券に投資しますので、

当ファンドの基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこ

ともあります。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また当

ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行等の登

録金融機関で当ファンドを購入された場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの

受益権の取得申込者は、当ファンドに係るリスク（以下の記載は当ファンドに係るすべてのリスクを網羅して

いるわけではありません。）を十分に認識していただきますよう、お願いいたします。 
 

a 金利変動リスク 
債券は市場金利の変動により価格が変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券の価格が下

落します。当ファンドは投資信託証券への投資を通じて債券に投資しますので、金利の変動により当フ

ァンドの基準価額は変動します。 
b 信用リスク 

債券の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、債券の価格

は変動します。債券の発行体が債務不履行になった場合には、債券の価格は大きく値下がりし、また

は全く価値のないものになる可能性があります。なお、当ファンドが投資信託証券を通じて組み入れる

ハイ・イールド債券は、一般的に投資適格の債券に比べ発行体の業績等の悪化や景気変動等による

価格変動が大きく、発行体の倒産や債務不履行等が生じるリスクが高いと考えられます。 
c 為替変動リスク 

投資対象とする投資信託証券において、保有する米ドル建て資産について対円で為替ヘッジを行い

為替変動の影響の低減を図ります。ただし、為替ヘッジを行う際、日本円の金利が米ドルの金利よりも

低い場合、この金利差相当分のヘッジコストがかかります。このヘッジコストの分だけ当ファンドの収益

率が低下する要因となります。 
d カントリーリスク 

一般に債券への投資は、その国の政治・経済動向、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響

を受けます。そのため、投資対象有価証券の発行国・地域の政治、経済、社会情勢等の変化により、金

融・資本市場が混乱し、資産価値が大きく変動することがあります。 
e 流動性リスク 

債券等の有価証券を売買する場合、その相手方が存在しなければ取引が成立しません。特に、売買し

ようとする債券等の流通量が少ない場合等には、最適と考えるタイミング・価格で売買できない可能性

があります。この場合、享受できるべき値上がり益が少なくなったり、または、被る損失が増加したりする

可能性があります。 
f 換金性が制限されるリスク 

通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。投資対象国の政治・経済情勢の変

化等による取引所における取引の停止、為替取引の停止、海外送金の制限、その他やむを得ない事

情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。 
g その他の留意点 

投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合、当ファンドは繰り上げ償還します。 
 

(2) リスク管理体制 
委託会社の投資リスクの管理体制は以下の通りです。法令・規則の変更等への対応につきましては、適

宜適切に対応しております。 
① 日常のリスク管理 

投資に関するリスクは、CIO（チーフ・インベストメント・オフィサー）によって、定期的にモニターされてお
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ります。売買執行の管理については、売買執行をファンドマネージャーとは原則として別のトレーダーが

行い、相互牽制機能を働かせています。また、日々コンプライアンス・リスクマネジメント部が売買伝票を

チェックし、その内容について適正かどうかの管理がなされております。 
② 考査会議（月次） 

ファンドの信託財産に関し、運用状況の報告、運用実績の分析および評価について考査します。 
③ コンプライアンス委員会（月次） 

会社全般の法令遵守に関する基本方針を審議、決定すると共に、法令遵守状況を審査します。 

 

種類 管理の頻度 管理方法 

売買発注 日次 コンプライアンス・リスクマネジメント部が売買伝票を日々チェック

投資ガイドライン 月次・日次 CIOおよびリスク管理部門により定期的にモニター 

考査会議 月次 運用状況報告および運用実績の分析・評価 

コンプライアンス委員会 月次 法令遵守状況の審査 

法令・規則の変更等 適宜 コンプライアンス・リスクマネジメント部が関係者に連絡し、必要に

応じ会議等を開催、また、電子メール等により周知 
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〈ファンドのリスク管理体制〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

運用関連部門

・投資ガイドライン遵守状況の
モニター

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

・売買約定の内容等のチェック

日常の運用リスク管理

ﾁｰﾌ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｵﾌｨｻｰ

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

考査会議（月次）

・運用状況の報告

・運用実績の分析／評価

コンプライアンス委員会（月次）

・法令遵守の基本方針審議

・法令遵守状況の審査

・ファンドマネージャーとトレーダーの分離

運用関連部門

・投資ガイドライン遵守状況の
モニター

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

・売買約定の内容等のチェック

日常の運用リスク管理

ﾁｰﾌ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｵﾌｨｻｰ

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

考査会議（月次）

・運用状況の報告

・運用実績の分析／評価

コンプライアンス委員会（月次）

・法令遵守の基本方針審議

・法令遵守状況の審査

・ファンドマネージャーとトレーダーの分離
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4 手数料等及び税金 

(1)申込手数料    
① 取得申込時の申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は、1 口当たり 1

円）に、取得申込金額、取得申込代金＊あるいは取得申込口数に応じて、基準価額の 3.675%（税抜き 
3.5%）を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

＊ 取得申込金額とは、1 口当たりの発行価格に取得申込口数を乗じて得た金額をいいます。取得申込

金額には、申込手数料ならびに申込手数料に対する消費税および地方消費税（以下「消費税等」とい

います。）に相当する金額は、含まれません。また取得申込代金とは、取得申込者が申込みに際して支

払う金額の総計をいい、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額が含まれま

す。 
申込手数料については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。 
●お電話によるお問い合わせ先（委託会社） 

電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く） 

② 販売会社によっては、当該販売会社で前 3 ヵ月以内に支払いを受けた投資信託の償還金等、または

追加型投資信託の信託終了の 1 年前以内等で当該販売会社が定める期間内において換金した代金を

もって当ファンドの取得申込みをする場合には、販売会社が独自に定める手数料の優遇措置等が受けら

れる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。 

③販売会社によっては ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース（毎月分配型）、ING・アジ

ア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース（毎月分配型）、ING・アジア・ハイ・イールド債券フ

ァンド アジア通貨コース（毎月分配型）、ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース（毎月分

配型）間のスイッチングを行うことができます。スイッチングとはファンドを換金した場合の換金代金をもっ

て他のファンドを購入することをいいます。スイッチング時の手数料等、詳細は販売会社にお問い合わせ

下さい。 

(2) 換金（解約）手数料 
換金（解約）手数料はありません。ただし、信託終了前のご換金の際に「信託財産留保額」をご負担い

ただきます。詳細は「第 2 管理及び運営」の「2 換金（解約）手続等」をご参照下さい。 
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(3) 信託報酬等 

① 信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年 1.5015％（税抜き年 1.43％）の率を乗じて得た

額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この

場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。 

② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。 

項目 信託報酬の額 
委託会社 当該純資産額に対し 年率 0.735%  （税抜き 0.70%） 
販売会社 当該純資産額に対し 年率 0.735%  （税抜き 0.70%） 

 
信託報酬の配分 

受託銀行 当該純資産額に対し 年率 0.0315% （税抜き 0.03%） 
③ 上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいった

ん信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。 

④ 当ファンドの信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。当

ファンドの信託報酬に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、実質的な信託報酬は最大

で年率1.8015％程度となります。なお、投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率

は変動します。また、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の中には取引頻度に応じた額や最低

支払額が設定されているものがあるため、投資対象とする投資信託証券における取引頻度や資産規模

などにより当該信託報酬等および当ファンドの実質的な信託報酬の総額が上記料率を上回ることがあり

ます。 

(4) その他の手数料等 

① ファンドに関する組入有価証券の売買時の売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当

額（5％）、その他信託事務の処理に要する費用、ファンドの借入金利息ならびに借入れの手続きにかか

る費用、ファンドが投資対象とする投資信託証券における、組入有価証券の売買の際に発生する売買委

託手数料、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する場

合の費用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支

弁します。 

② 信託財産に関する租税、信託事務に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

③ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、当該計算期間を通じて

日々、信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額、もしくは固定額を毎計算期末または信託終

了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。 

④ ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数

料、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する場合の費

用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま

す。 

 
※ファンドの申込手数料、信託報酬等、その他の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファ

ンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 
 

(5) 課税上の取扱い 

① 個人の受益者に対する課税 

＜収益分配金について＞ 
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として 10％（所得税 7％および地方

税 3％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行われます。なお、確定申告を

行い、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち課税対

象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、平成 26 年 1 月 1 日からは

普通分配金について、上記の 10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率は変更され、20％（所得税
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15％および地方税 5％）の税率になる予定です。 
＜一部解約金、償還金について＞ 
一部解約時および償還時の差益（一部解約時および償還時の価額から取得費（税込申込手数料を含

む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなして 10％の税率による申告分離課税の対象となり、

確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合

は、10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）

が行われます。また、平成 26 年 1 月 1 日からは一部解約時および償還時の差益について、上記の

10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率は変更され、20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率

になる予定です。 
 

② 法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お

よび償還時の個別元本超過額については、地方税の源泉徴収はなくなり、7％（所得税 7％）の税率で

源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金

のみであり、特別分配金は課税されません。上記 7％の税率は平成 26 年 1 月 1 日からは、15％（所得

税 15％）になる予定です。 
 

＜注 1＞個別元本について 

① 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込

手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ

ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 
③ ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンド

を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、

同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合には当該支店等毎に、「一般コー

ス」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはコース別に、個別元本の算出が行われ

る場合があります。 
④ 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を

控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 
 

＜注 2＞収益分配金の課税について 

 ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分

配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 
 ② 受益者が収益分配金を受け取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本

と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通

分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合

には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が

普通分配金となります。 
 

＜注 3＞税制改正等について 

  税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 
 

5 運用状況 
当ファンドは平成 23 年 12 月 5 日から運用を開始するため、平成 23 年 11 月 2 日現在において記載すべ

き事項はありません。 
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参考情報 

 〈基準価額・純資産の推移〉
当ファンドは平成23年12月5日から運用を開始する予定ですので該当事項はありません。

〈分配の推移〉
当ファンドは平成23年12月5日から運用を開始する予定ですので該当事項はありません。

〈主要な資産の状況〉
当ファンドは平成23年12月5日から運用を開始する予定ですので該当事項はありません。

〈年間収益率の推移〉
当ファンドは平成23年12月5日から運用を開始する予定ですので該当事項はありません。
当ファンドにベンチマークはありません。

※当ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。
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第2 管理及び運営 

1 申込（販売）手続等 
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。 
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後に自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」と、収

益の分配が行われるつど収益分配金を受取る「一般コース」があり、取扱い可能なコースは販売会社により

異なる場合があります。「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定め

る自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。 
受益権の申込単位は販売会社が定める単位とします。 
受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は、1 口当たり 1 円）に、申込手数

料および当該申込手数料に対する消費税等に相当する金額を加算した価額とします。なお、「自動けいぞ

く投資コース」の収益分配金を再投資する場合の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とし

ます（申込手数料はかかりません。）。 
販売会社および委託会社の営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売

会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる

申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、シンガポールの銀行の休業日、香港の銀行の休業日、毎

年の 12 月 24 日においては、原則として取得の申込みを受付けないものとします。 
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための

振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録

が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申

込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受

益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の

振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振

法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信

託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益

権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 
 

2 換金（解約）手続等 
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金（解約）することが

できます。換金単位は販売会社が定める単位とします。販売会社および委託会社の営業日の午後 3 時ま

でに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の

受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、シン

ガポールの銀行の休業日、香港の銀行の休業日、毎年の 12 月 24 日においては、原則として換金の申込

みを受付けないものとします。 
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設けさせて頂く場合があります。 
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額の

0.3%）を控除した額となります。 
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、

原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新

の基準価額をご覧になることもできます。 
●お電話によるお問い合わせ先（委託会社） 

電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く） 

●委託会社のホームページ  

アドレス http://www.ingfunds.co.jp/ 
 
解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して 7 営業日目から販売会社で支払われま

す。 
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、

受益権の解約の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができま

す。 
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※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

この信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の

抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の

記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 
 

3 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における発行済受益権総口数で除した 1 口当たりの純資

産価額をいいます。ただし、便宜上 1 万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。 
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を

法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託

財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 
基準価額は、原則として、委託会社の営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日

ならびに 12 月 31 日、1 月 2 日、1 月 3 日以外の日とします。）に計算されます。 
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、

原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新

の基準価額をご覧になることもできます。 
 
●お電話によるお問い合わせ先（委託会社） 
電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く） 
●委託会社のホームページ  
アドレス http://www.ingfunds.co.jp/ 

(2) 保管 
該当事項はありません。 

(3) 信託期間 
ファンドの信託期間は平成 23 年 12 月 5 日から平成 28 年 11 月 15 日までとします。ただし、後記(5)a によ

り信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。また、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の

延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 
(4) 計算期間 
ファンドの計算期間は、毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が

休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開

始されるものとします。また、第 1 期計算期間は平成 23 年 12 月 5 日から平成 24 年 1 月 16 日までとし、最

終計算期間は平成 28 年 10 月 18 日から平成 28 年 11 月 15 日までとします。 
(5) その他 

a 信託の終了 
（a）委託会社は、当ファンドの受益権の口数が 10 億口を下回った場合、もしくはこの信託契約を

解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場

合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
（b）委託会社は、前（a）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い

ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの

事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、当ファンドの知られたる受益者に対し、書面

をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
（c）前（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当（c）にお

いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい

て賛成するものとみなします。 
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（d）前（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者

の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 
（e）前（b）から（d）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、

当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表

示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生

じている場合であって、前（b）から（d）までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。 
（f）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 
（g）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託

契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「b 
信託約款の変更」の手続きにおいて書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託

会社と受託会社との間において存続します。 
（h）受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき

は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
（i）当ファンドが投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には受託会社と合意の

うえ、信託契約を終了し、信託を終了（繰上償還）させます。この場合、前（b）から（d）までの

手続は行いません。 
b 信託約款の変更 

（a）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合

（投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託

の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよ

うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は当「b 信託約款の変

更」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 
（b）委託会社は、前（a）の事項（変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り

ます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行

います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容

およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、当ファンドの知られた

る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
（c）前（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当（c）にお

いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい

て賛成するものとみなします。 
（d）前（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者

の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 
（e）書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 
（f）前（b）から前（e）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の

意思表示をしたときには適用しません。 
（g）前（a）から前（f）までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された

場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決

議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 
（h）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更することがあります。この場合、

前（ａ）から前（g）までの手続きを準用します。 
 

c 反対者の買取請求権 
信託期間中における信託契約の解約または信託約款の変更等を行う場合において、書面決議に
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おいて当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属

する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容

および買取請求の手続に関する事項は、｢a 信託の終了（b）｣または｢b 信託約款の変更（b）｣に規

定する書面に付記します。 
d 運用報告書 

委託会社は毎年 5 月、11 月の決算時に期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売

買状況などを記載した運用報告書を作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し

ます。 
e 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 
f 関係法人との契約の更改 

委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の期間は、

契約締結日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 3 ヵ月（または 1 ヵ月）前までに、委託会社お

よび販売会社いずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動

延長後の取扱いについてもこれと同様とします。 
 

4 受益者の権利等 
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割

された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 
(1) 収益分配金の請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。ただ

し、「一般コース」の場合、収益分配金の請求権は、支払開始日から 5 年間その支払いを請求しなかった

ときは、その権利を失い、委託会社が受託銀行から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益

分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販

売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原

則として決算日から起算して 5 営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込み

の場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口

座簿に記載または記録されます。 
(2) 償還金の請求権 

受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、信託終了後 1 ヵ月

以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の請求権は、支払開始日から 10 年

間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託銀行から交付を受けた金銭は委託

会社に帰属します。 
(3) 受益権の換金（一部解約の実行）請求権 

受益者は、受益権の一部解約の実行を請求することにより、委託会社に受益権の換金を請求することが

できます。 
(4) 受益権均等分割 

受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。 
(5) 帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求

することができます。 
 

第3 ファンドの経理状況 

当ファンドは平成 23 年 12 月 5 日から運用を開始するため、平成 23 年 11 月 2 日現在において記載すべき事

項はありません。なお、当ファンドの監査は新日本有限責任監査法人が行います。 
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第4 内国投資信託受益証券事務の概要 

(1) 投資信託受益証券の名義書換の事務等 

該当事項はありません。 

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の

受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力

を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が

ある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証

券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証

券の再発行の請求を行なわないものとします。 

(2) 受益者名簿 

作成しません。 

(3) 受益者に対する特典 

ありません。 

(4) 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請がある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または

記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲

受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振

法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通

知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され

ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に

おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や

振替停止期間を設けることができます。 

(5) 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ

とができません。 

(6) 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益

権を均等に再分割できるものとします。 

(7) 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお

いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で

取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に支払います。 

(8) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
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部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、

民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
 

第三部  委託会社等の情報 

第1 委託会社等の概況 

1 委託会社等の概況 

(1) 資本金の額（平成 23 年 9 月末現在） 

①資本金の額：4 億 8,000 万円 

      ②会社が発行する株式総数：19,980 株 

      ③発行済株式総数：9,350 株 

      ④会社設立後の資本の増減： 
設立 平成 11 年 9 月 8 日 資本金 2 億 5,000 万円 
 平成 12 年 7 月 14 日 資本金 4 億 9,950 万円に増資 
 平成 13 年 4 月 27 日 資本金 8 億 3,500 万円に増資 
 平成 14 年 11 月 12 日 資本金 9 億 3,500 万円に増資 
 平成 19 年 5 月 2 日 資本金 4 億 8,000 万円に減資 

(2) 委託会社の機構 

①会社の意思決定機構 

業務遂行上の重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。 

3 名以上 10 名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済株式数

の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累積投票

によらないものとします。 

取締役の任期は、就任後 2 年以内の最初の決算期に関する株主総会の終結のときまでとし、補欠ま

たは増員により選任された取締役の任期は、前任者または現任者の残任期間と同一とします。 

取締役会はその決議により、取締役の中から 1 名以上の代表取締役を選任します。また、取締役の中

から取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を選任することができ

ます。 

取締役会は、社長が招集し、議長となります。社長がこれを招集することができないときは、あらかじめ

取締役会の決議により定められた順序にしたがい、他の取締役がこれにあたります。取締役の招集通

知は 3 日前までに発送します。また取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集通知を省略

し、またはこの招集期間を短縮することができます。 

取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当会社の重要な業務について決定します。取締

役会の議決は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成により採択されます。な

お、取締役の全員が、取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意し、監査役が

異議を述べなかったときは、決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなします。 
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②運用体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 事業の内容及び営業の概況 
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を行ってい

ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第一種金融商品取引業を行っています。 

平成23年9月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除き

ます。 

種類 本数 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 36 335,051 
合計 36 335,051 

 

3 委託会社等の経理状況 
（1）委託会社であるアイエヌジー投信株式会社（以下「委託会社」という）の財務諸表は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号、以下「財務諸表等規則」という）な

らびに同規則第 2 条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第

52 号）に基づいて作成しております。 

 

（2）法令の規定に基づき、委託会社の前事業年度及び当事業年度の財務諸表については新日本有限責

任監査法人の監査を受けております。 
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海外の経済・企業等の 
調査、分析、助言等 

投資政策委員会 
基本投資方針の決定 

外部委託先株式運用会議 
債券運用会議 

投資環境会議 
投資環境の分析 

期待収益率の決定 

考査会議 







 

 

 

 

(1)貸借対照表 

期別 
第11期 

（平成22年３月31日） 
第12期 

（平成23年３月31日） 

科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（資産の部） 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

流動資産  

現金・預金 1,559,557  1,792,526

立替金 323  331

未収委託者報酬 346,349  356,294

未収投資顧問料 351,538  －

未収運用受託報酬 －  282,470

未収投資助言報酬 －  6,070

その他の未収収益 －  129,664

未収入金 3,889  －

未収還付法人税等 70,118  －

未収消費税等 3,837  －

前払費用 27,781  24,614

繰延税金資産 28,494  32,111

流動資産計 2,391,888 94.2  2,624,085 95.7

固定資産  

有形固定資産 ※１ 67,566  48,147

建物附属設備 43,640 34,376 

器具備品 21,916 12,765 

リース資産 2,009 1,004 

無形固定資産 8,474  5,066

ソフトウェア 8,474 5,066 

投資その他の資産 70,676  64,786

長期差入保証金 70,676 64,786 

固定資産計 146,717 5.8  118,000 4.3

資産合計 2,538,606 100.0  2,742,086 100.0
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期別 
第11期 

（平成22年３月31日） 
第12期 

（平成23年３月31日） 

科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（負債の部） 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

流動負債  

未払手数料 153,719  158,143

未払投資顧問料 48,154  38,667

未払金 70,481  68,953

未払費用 36,007  14,616

リース債務 1,479  1,598

未払法人税等 9,234  97,195

未払消費税等 －  20,661

預り金 40,218  49,851

賞与引当金 19,670  33,880

役員賞与引当金 2,650  10,115

訴訟和解損失引当金 15,000  2,700

流動負債計 396,617 15.6  496,383 18.1

固定負債  

リース債務 3,210  1,777

長期賞与引当金 －  5,754

役員長期賞与引当金 －  10,323

退職給付引当金 182,962  239,242

役員退職慰労引当金 17,352  29,854

固定負債計 203,524 8.0  286,952 10.5

負債合計 600,141 23.6  783,335 28.6

科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（純資産の部） 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

株主資本  

資本金 480,000 18.9  480,000 17.5

資本剰余金  

資本準備金 1,390,000 1,390,000 

資本剰余金計 1,390,000 54.8  1,390,000 50.7

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 68,464 88,750 

利益剰余金計 68,464 2.7  88,750 3.2

株主資本合計 1,938,464 76.4  1,958,750 71.4

純資産合計 1,938,464 76.4  1,958,750 71.4

負債純資産合計 2,538,606 100.0  2,742,086 100.0

 

 

 

 

 

 

 37



 

 

 

 

(2)損益計算書 

 
第11期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

営業収益  

委託者報酬 1,038,529 1,048,019 

投資顧問料 1,016,743 － 

運用受託報酬 － 1,183,767 

投資助言報酬 － 22,628 

その他営業収益 95,387 206,845 

営業収益計 2,150,660 100.0  2,461,260 100.0

営業費用  

支払手数料 414,051  445,868

支払投資顧問料 211,777  158,336

広告宣伝費 9,446  10,405

調査費 115,947  128,083

調査費 115,372 127,309 

図書費 575 774 

委託計算費 63,566  61,663

業務委託費 6,157  6,337

営業雑経費 28,205  29,536

通信費 5,753 4,717 

印刷費 10,473 15,240 

協会費 6,561 5,502 

諸会費 1,223 1,054 

その他営業費用 4,193 3,020 

営業費用計 849,153 39.5  840,231 34.1

一般管理費  

給料 722,351  807,708

役員報酬 ※１ 84,008 61,491 

給料・手当 542,248 572,041 

賞与 14,922 90,697 

賞与引当金繰入額 67,920 39,634 

役員賞与 10,600 23,403 

役員賞与引当金繰入額 2,650 20,439 

福利厚生費 96,725  111,316

交際費 2,147  1,912

寄付金 2,826  2,700

旅費交通費 10,400  9,748

租税公課 11,709  13,143

不動産賃借料 95,308  88,841

退職給付費用 79,480  68,670
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第11期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

役員退職慰労引当金繰入額 12,179  12,502

固定資産減価償却費 36,050  22,638

経営指導料 194,212  289,993

監査費用 12,370  18,707

諸経費 87,015  70,329

一般管理費計 1,362,778 63.4  1,518,212 61.7

営業利益又は営業損失（△） △61,271 △2.8  102,816 4.2

営業外収益  

受取利息 510 437 

受取配当金 99 112 

為替換算益 112 － 

還付加算金 38 1,807 

営業外収益計 760 0.0  2,357 0.1

営業外費用  

支払利息 143 105 

為替換算差損 － 3,954 

賃料違約金 19,200 － 

雑損失 11 362 

営業外費用計 19,355 0.9  4,423 0.2

経常利益又は経常損失（△） △79,866 △3.7  100,750 4.1

特別利益  

前期損益修正益 4,390 － 

訴訟和解損失引当金戻入額 － 12,300 

特別利益計 4,390 0.2  12,300 0.5

特別損失  

前期損益修正損 854 1,620 

固定資産除却損 － 187 

資産除去債務会計基準の適
用に伴う影響額 

－ 2,278 

特別損失計 854 0.0  4,086 0.2

税引前当期純利益又は税引前
当期純損失（△） 

△76,330 △3.5  108,964 4.4

法人税、住民税及び事業税 2,290 0.1  92,371 3.8

過年度法人税等還付金 △10,423 △0.5  △76 △0.0

法人税等調整額 7,901 0.4  △3,617 △0.1

当期純利益又は当期純損失
（△） 

△76,098 △3.5  20,286 0.8
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(3)株主資本等変動計算書 

   （単位：千円）

 
第11期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

 
第12期 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

株主資本  

資本金  

前期末残高 480,000  480,000

当期変動額  

当期変動額合計 －  －

当期末残高 480,000  480,000

資本剰余金  

資本準備金  

前期末残高 1,390,000  1,390,000

当期変動額  

当期変動額合計 －  －

当期末残高 1,390,000  1,390,000

資本剰余金合計  

前期末残高 1,390,000  1,390,000

当期変動額  

当期変動額合計 －  －

当期末残高 1,390,000  1,390,000

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  

前期末残高 144,563  68,464

当期変動額  

当期純利益又は当期純損失（△） △76,098  20,286

当期変動額合計 △76,098  20,286

当期末残高 68,464  88,750

利益剰余金合計  

前期末残高 144,563  68,464

当期変動額  

当期純利益又は当期純損失（△） △76,098  20,286

当期変動額合計 △76,098  20,286

当期末残高 68,464  88,750

株主資本合計  

前期末残高 2,014,563  1,938,464

当期変動額  

当期純利益又は当期純損失（△） △76,098  20,286

当期変動額合計 △76,098  20,286

当期末残高 1,938,464  1,958,750
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   （単位：千円）

 
第11期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

 
第12期 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 －  －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

－  －

当期変動額合計 －  －

当期末残高 －  －

評価・換算差額等合計  

前期末残高 －  －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

－  －

当期変動額合計 －  －

当期末残高 －  －

純資産合計  

前期末残高 2,014,563  1,938,464

当期変動額  

当期純利益又は当期純損失（△） △76,098  20,286

株主資本以外の項目の当期変動額 
（純額） 

－  －

当期変動額合計 △76,098  20,286

当期末残高 1,938,464  1,958,750
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重要な会計方針 

期別
 

項目 

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

(1）その他有価証券 (1）その他有価証券 

時価のあるもの 同左 

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用

しております。 

 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２ 固定資産の減価償却

の方法 (イ）リース資産以外の有形固定

資産 

同左 

 定率法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。 

 

 建物附属設備   15年  

 器具備品   ２～８年  

 (ロ）リース資産  

 所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリー

ス資産 

 

 リース期間を耐用年数と

し、残存価額をゼロとして

算定する方法によっており

ます。 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法により償却しておりま

す。なお、ソフトウェア（自社

利用）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）による

定額法を採用しております。 

同左 

３ 外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

(1）外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処

理しております。 

(1）同左 

４ 引当金の計上基準 (1）賞与引当金 (1）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与の支払に

充てるため、支払見込額の当期

負担分を計上しております。 

同左 

 (2）役員賞与引当金 (2）役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与の支払に充

てるため、支払見込額の当期負

担分を計上しております。 

同左 
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期別
 

項目 

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 (3）訴訟和解損失引当金 (3）訴訟和解損失引当金 

 係争中の訴訟に係る和解金の支

払に備えるため、その経過等の

状況に基づく見込額を計上して

おります。 

同左 

 (4）長期賞与引当金 (4）長期賞与引当金 

 ──────────── 従業員に支給する賞与の支払に

充てるため、支払見込額の当期

負担分を計上しております。 

 (5）役員長期賞与引当金 (5）役員長期賞与引当金 

 ──────────── 役員に支給する賞与の支払に充

てるため、支払見込額の当期負

担分を計上しております。 

 (6）退職給付引当金 (6）退職給付引当金 

 従業員の退職金支給に充てるた

め、退職給付会計に関する実務

指計（中間報告）（日本公認会

計士協会 会計制度委員会報告

第13号）に定める簡便法（退職

金規程等にもとづく期末自己都

合要支給額を退職給付債務とす

る方法）により計上しておりま

す。 

同左 

 (7）役員退職慰労引当金 (7）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

同左 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ５ その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

同左 
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会計方針の変更 

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

────────────  当事業年度より、「資産除去債務に関する会計

基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 

表示方法の変更 

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 （貸借対照表関係） 

────────────  前事業年度において、「未収投資顧問料」とし

て表示していたものは、当事業年度から「未収運

用受託報酬」と「未収投資助言報酬」に分けて表

示しております。 

 （損益計算書関係） 

  前事業年度において「投資顧問料」として表示

していたものは、当事業年度から「運用受託報

酬」と「投資助言報酬」に分けて表示しておりま

す。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第11期 
（平成22年３月31日現在） 

第12期 
（平成23年３月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
  

建物附属設備 29,320千円

器具備品 44,670千円

リース資産 5,409千円
  

  
建物附属設備 38,584千円

器具備品 52,883千円

リース資産 6,414千円
  

 

（損益計算書関係） 

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────────── ──────────── 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

第11期（自平成21年４月１日至平成22年３月31日） 

(1）発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数 

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数 

（株） 

普通株式 9,350 － － 9,350

 

第12期（自平成22年４月１日至平成23年３月31日） 

(1）発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数 

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数 

（株） 

普通株式 9,350 － － 9,350

 

 

 

 

 45



 

 

 

 

（リース取引関係） 

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引 同左 

(1）リース資産の内容  

① 有形固定資産  

 総務部が主管するコピー機及びファック

スであります。 

 

(2）リース資産の減価償却の方法  

 財務諸表作成の為の基本となる会計方針

「２．固定資産の減価償却の方法」に記載の

通りであります。 

 

 

（金融商品に関する注記） 

前事業年度末（平成22年3月31日） 

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等

の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。 

1．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っており、手数料

収入から生じる余資運用については短期的な預金等に限定しております。積極的な運用は行っていないため特に資金調

達は行っておりません。またデリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する報酬の未払い金

額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから信用リスクはほとんどないものと認識しておりま

す。また営業債権である未収投資顧問料の基礎となる預かり資産は、投資顧問業法に基づき受託銀行の固有財産と分別

管理されており、未収投資顧問料は当該信託財産の負債項目に計上されていることから信用リスクはほとんどないもの

と認識しております。 

国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、決済日から決済されるまで最長6ヶ月間の為替変動によるリスクに

晒されております。 

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時

価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注2）参照） 

 

2．金融商品の時価等に関する事項 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額 

(1）現金・預金 1,559,557 1,559,557 －

(2）未収委託者報酬 346,349 346,349 －

(3）未収投資顧問料 351,538 351,538 －

(4）未払手数料 (153,719) (153,719) －

 

(*)負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。 

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項 
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（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、ならびに（3）未収投資顧問料 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから当該帳簿価格によっております。 

（4）未払手数料 

未払手数料は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから当該帳簿価格によっております。 

（注2）長期差入保証金は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を把握することが

極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。 

（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額 

  （単位：千円）

 １年以内 １年超 

(1）現金・預金 1,559,557 －

(2）未収委託者報酬 346,349 －

(3）未収投資顧問料 351,538 －

合計 2,257,444 －

 

当事業年度末（平成23年3月31日） 

1．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っており、手数料

収入から生じる余資運用については短期的な預金等に限定しております。積極的な運用は行っていないため特に資金調

達は行っておりません。またデリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する報酬の未払い金

額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから信用リスクはほとんどないものと認識しておりま

す。また営業債権である未収運用受託報酬とその他未収収益の基礎となる預かり資産は、投資顧問業法に基づき受託銀

行の固有財産と分別管理されており、未収運用受託報酬とその他未収収益は当該信託財産の負債項目に計上されている

ことから信用リスクはほとんどないものと認識しております。 

国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、決済日から決済されるまで最長6ヶ月間の為替変動によるリスクに

晒されております。 

2．金融商品の時価等に関する事項 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額 

(1）現金・預金 1,792,526 1,792,526 －

(2）未収委託者報酬 356,294 356,294 －

(3）未収運用受託報酬 282,470 282,470 －

(4）その他未収収益 129,664 129,664 －

(5）未払手数料 (158,143) (158,143) －

 

(*)負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。 

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬、ならびに（4）その他未収収益 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから当該帳簿価格によっております。 

（5）未払手数料 

未払手数料は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから当該帳簿価格によっております。 
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（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額 

  （単位：千円）

 １年以内 １年超 

(1）現金・預金 1,792,526 －

(2）未収委託者報酬 356,294 －

(3）未収運用受託報酬 282,470 －

(4）その他未収収益 129,664 －

合計 2,560,957 －

 

（退職給付関係） 

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．当社の退職給付制度 １．当社の退職給付制度 

当社は確定給付型の制度として、会社設立時

より退職一時金制度を設けております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項（平成22年３月31

日現在） 

２．退職給付債務に関する事項（平成23年３月31

日現在） 

退職金規程等にもとづく自己都合による期末

要支給額を退職給付引当金として計上してお

ります。 

同左 

３．退職給付費用に関する事項（自平成21年４月

１日至平成22年３月31日） 

３．退職給付費用に関する事項（自平成22年４月

１日至平成23年３月31日） 
  

退職給付費用 79,480千円
  

  
退職給付費用 68,670千円
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（税効果関係） 

第11期 
（平成22年３月31日現在） 

第12期 
（平成23年３月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳 
  

賞与引当金 9,082千円

退職給付引当金 83,257 

未払費用 11,123 

未払事業税 2,825 

賃料違約金 13,020 

繰越欠損金 9,816 

その他 495 

繰延税金資産小計 129,621 

評価性引当額 △101,127 

繰延税金資産合計 28,494 

繰延税金資産の純額 28,494 
    

  
賞与引当金 13,786千円

長期賞与引当金 2,341 

退職給付引当金 97,347 

役員退職慰労引当金 12,147 

未払費用 9,881 

未払事業税 9,542 

資産除去債務 1,410 

その他 140 

繰延税金資産小計 146,597 

評価性引当額 △114,486 

繰延税金資産合計 32,111 

繰延税金資産の純額 32,111 
    

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異の原因となった主要な

項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異の原因となった主要な

項目別内訳 

当期純損失を計上しているため記載してお

りません 

  
 （％）

法定実効税率 40.7 

（調整）  

評価性引当金の増加 12.3 

交際費等永久に損金に算入
されない項目 

18.4 

住民税均等割 2.1 

前期確定申告差異 1.9 

その他 6.0 

税効果会計適用後の法人税
等の負担率 

81.4 

  
 

（資産除去債務関係） 

第11期 
（平成22年３月31日現在） 

第12期 
（平成23年３月31日現在） 

──────────── 記載すべき重要な事項はありません。 
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（セグメント情報等） 

前事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日） 

【セグメント情報】 

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日） 

【セグメント情報】 

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

1 商品及びサービスのごとの情報 

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が当事業年度損益計算書の営業収益の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

 

2 地域ごとの情報 

(1）営業収益    （単位：千円）

日本 アジア 欧州 米州 合計 

1,020,253 60,712 290,318 41,956 1,413,240

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 

なお、委託者報酬1,048,019千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。 

 

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

 

3 主要な顧客ごとの情報 

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント 

アイエヌジー生命保険株式会社 837,477 資産運用業 

（注）なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及

び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）

を適用しております。 
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（関連当事者情報） 

 

前事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日） 

1．関連当事者との取引 

 

(ア）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会の子会社

等 

関連当事者 
との関係 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金
又は 
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

（％）
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の 
内容 

取引 
金額 

（千円） 
科目

期末残高
（千円）

同一の親会社を
持つ会社 

アイエヌジー ア
ジア パシフィッ
ク リミテッド 

香港 
650,343千
香港ドル

金融業 なし なし 
経営 
指導 

経営指導
料の支払 

194,212 
未払 
費用 

23,426

同一の親会社を
持つ会社 

アイエヌジー イ
ンベストメント 
マネジメント ア
ジア パシフィッ
ク リミテッド 

香港 
71,866千
香港ドル

投資 
顧問業

なし なし 
運用 
委託 

投資顧問
料及び業
務委託料
の支払 

140,262 
未払 
費用 

32,464

同一の親会社を
持つ会社 

アイエヌジー 
ファンド マネー
ジメント  

オランダ、 
ハーグ 

193千
ユーロ

投資 
顧問業

なし なし 
投資 
顧問 

投資顧問
料の受取 

52,335 
未収 
入金 

11,566

同一の親会社を
持つ会社 

アイエヌジー ク
ラリオン リアル 
エステート セ
キュリティーズ 

米国、ペンシ
ルバニア州、
ラドノール 

64,469千
米ドル

不動産
投資業

なし なし 
業務 
受託 

業務受託
報酬の受
取 

42,168 
未収 
入金 

36,288

投資 
顧問 

投資顧問
料の受取 

479,561 
未収 
入金 

86,666
同一の親会社を
持つ会社 

アイエヌジー生命
保険（株） 

東京都 
千代田区 

324億円 保険業 なし なし 
販売 
手数料

販売手数
料の支払 

－ 
未払 
手数料

136,078

（注）(1）上記(ア）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

(2）取引条件及び取引条件の決定方針等 

1．投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお

ります。 

2．経営指導料の支払については当社との間で締結された経営指導委託契約に基づいて支払われております。 

3．運用委託料の支払については当社との間で締結された運用再委託契約に基づき計算しております。 

4．業務委託に関する手数料の支払については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。 

5．業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。 

 

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（1）親会社情報 

ING Groep N.V. (アムステルダム証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場) 

ING Verｚekeringen N.V. (非上場) 

ING Insurance International B.V. (非上場) 
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当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日） 

1．関連当事者との取引 

 

(ア）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会の子会社

等 

関連当事者 
との関係 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金
又は 
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

（％）
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の 
内容 

取引 
金額 

（千円） 
科目

期末残高
（千円）

同一の親会社を
持つ会社 

アイエヌジー ア
ジア パシフィッ
ク リミテッド 

香港 
650,343千
香港ドル

金融業 なし なし 
経営 
指導 

経営指導
料の支払 

289,993 
未払 
費用 

15,125

同一の親会社を
持つ会社 

アイエヌジー イ
ンベストメント 
マネジメント ア
ジア パシフィッ
ク リミテッド 

香港 
71,866千
香港ドル

投資 
顧問業

なし なし 
運用 
委託 

運用受託
報酬及び
業務委託
料の支払 

105,956 
未払 
費用 

25,378

同一の親会社を
持つ会社 

アイエヌジー ア
セット マネジメ
ント 

オランダ、 
ハーグ 

11,375
ユーロ

投資 
顧問業

なし なし 
運用 
委託 

業務受託
報酬の受
取 

127,016 
未収 
入金 

109,169

投資 
顧問 

運用受託
報酬の受
取 

837,477 
未収 
入金 

155,285
同一の親会社を
持つ会社 

アイエヌジー生命
保険（株） 

東京都 
千代田区 

324億円 保険業 なし なし 

販売 
手数料

販売手数
料の支払 

－ 
未払 
手数料

130,476

（注）(1）上記(ア）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

(2）取引条件及び取引条件の決定方針等 

1．投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお

ります。 

2．経営指導料の支払については当社との間で締結された経営指導委託契約に基づいて支払われております。 

3．運用委託料の支払については当社との間で締結された運用再委託契約に基づき計算しております。 

4．業務委託に関する手数料の支払については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。 

5．業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。 

 

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（1）親会社情報 

ING Groep N.V. (アムステルダム証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場) 

ING Verｚekeringen N.V. (非上場) 

ING Investment Management Holdings N.V. (非上場) 

ING Investment Management(Asia Pacific) B.V. (非上場) 
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（一株当たり情報） 

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 207,322円42銭

１株当たり当期純損失金額 8,138円90銭
  

  
１株当たり純資産額 209,492円08銭

１株当たり当期純利益金額 2,169円65銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 
  

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純損失（千円） △76,098

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式にかかる当期純損失 
（千円） 

△76,098

期中平均株式数（株） 9,350
  

 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当期純利益（千円） 20,286

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式にかかる当期純利益 
（千円） 

20,286

期中平均株式数（株） 9,350
  

 

（重要な後発事象） 

第11期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

第12期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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4 利害関係人との取引制限 
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が

禁止されています。 

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者

の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの

として内閣府令で定めるものを除きます。)。 

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取

引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも

のを除きます。)。 

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人

等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接

な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において

同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商

品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。

以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。 

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運

用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者

の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと

して内閣府令で定める行為 

 

5 その他 
（1）定款の変更 

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。 

（2）訴訟事件その他の重要事項 

委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実あるいは訴訟は

ありません。 
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追加型証券投資信託 

ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース（毎月分配型） 

約款 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アイエヌジー投信株式会社 
 

 



運用の基本方針 

約款第 18 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 

1. 基本方針 

この投資信託は投資信託証券への投資を通じて信託財産の成長を目指して運用を行います。 

2. 運用方法 

(1) 投資対象 
次の投資信託証券を主要投資対象とします。 
① ケイマン籍の円建て外国投資信託「ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イール

ド・ボンド・ファンド 日本円クラス」 
② 国内籍投資信託「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」 
 

 (2) 投資態度 
① ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラスへ

の投資を通じて日本を除くアジアの企業が発行する主として米ドル建てのハイ・イールド

債券に投資します。また、ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・

ファンド 日本円クラスでは対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行

います。 
② ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラスへ

の投資比率を高位に維持することを基本とします。 
③ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。 
 

(3) 投資制限 
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
③ 外貨建資産への直接投資は行いません。 

 

3. 収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入（繰越分を含みます。）および売買益（評

価益を含みます。）等の全額とします。 
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が

少額の場合は分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合におい

ても分配を行うことがあります。 
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を

行います。 



 
追加型証券投資信託 

ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース（毎月分配型） 約款 

 
（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、アイエヌジー投信株式会社を委託者とし、住友信託銀行株

式会社を受託者とします。 
② この信託は、信託法（平成18年法律第108号（以下「信託法」といいます。））の適用を受けます。 
③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につ

いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営

の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいい

ます。以下この条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができ

ます。 
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが

ない場合に行うものとします。 
 
（信託の目的および金額） 
第 2 条 委託者は、100 億円を上限に受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き

受けます。 
 
（信託金の限度額） 
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、500 億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。 
 
（信託期間） 
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 28 年 11 月 15 日までとします。 
 
（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 
第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げ

る場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われ

ます。 
 
（当初の受益者） 
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込

者とし、第 7 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰

属します。 
 
（受益権の分割および再分割） 
第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 100 億口を上限に、追加信託によって生じた

受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割し

ます。 
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社振法」といいま

す。）に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 
 
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口

数を乗じた額とします。 



② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会

規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債

総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除し

た金額をいいます。 
 
（信託日時の異なる受益権の内容） 
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 
 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託

者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条

に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口座

管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関

等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿

に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り

消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継す

る者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益

証券を発行しません。 
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名

式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ

の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振

替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え

る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 
 
（受益権の設定に係る受託者の通知） 
第 11 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生

じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権

に係る信託を設定した旨の通知を行います。 
 
（受益権の申込単位および価額） 
第 12 条 取扱金融機関等（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商

品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金

融機関をいいます。以下同じ。）は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申

込者に対し、取扱金融機関等が委託者の承認を得てそれぞれ定める申込単位をもって、取得の

申込みに応ずることができるものとします。この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この

信託について受益権取得申込者と取扱金融機関等が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の

名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく投資

約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 
② 前項の規定にかかわらず、取得申込日が別に定める現地の取引所（金融商品取引法第 2 条第

16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外

国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第

28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証

券取引所」といいます。以下同じ。）もしくは銀行の休業日と同日の場合、または毎年 12 月 24 日

には原則として追加信託の申込みを受付けないものとします。 
③ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に



かかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価

額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1 口につき 1
円に手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

④ 前項の手数料の額は取扱金融機関等が別に定めることとします。 
⑤ 第 3 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場

合の受益権の価額は、原則として、第 27 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 
⑥ 第 3 項の規定にかかわらず、別に定める各信託（この信託を除きます。）の受益者が、当該信託

の受益権の一部解約金をもってこの信託にかかる受益権の取得の申込をする場合には、取扱

金融機関等がそれぞれ定める申込単位をもって、取得の申込みに応ずることができるものとしま

す。この場合、受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に取扱金融機関等が

別に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した価額とします。 
⑦ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する取扱金融機関等に、取得申込と同時にまたは予め、

自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものと

し、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託

者の指定する取扱金融機関等は、当該取得申込の代金（第 3 項または第 6 項の受益権の価額

に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該

取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 
⑧ 前各項の規定にかかわらず、信託財産の効率的な運用に資するため委託者が必要と認めるとき、

または取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断によ

り、受益権の取得申込の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込を取り消すことがで

きます。 
 
（受益権の譲渡に係る記載または記録） 
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に

記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでな

い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機

関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の

記載または記録が行われるよう通知するものとします。 
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断した

ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 
 

（受益権の譲渡の対抗要件） 
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 
② 前項の規定は、譲渡以外の原因による受益権の移転についてこれを準用するものとします。 

 
（投資の対象とする資産の種類） 
第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1
項で定めるものをいいます。以下同じ。） 
イ. 有価証券 
ロ. 金銭債権 
ハ. 約束手形 



2. 次に掲げる特定資産以外の資産 
イ. 為替手形 

 
（運用の指図範囲等） 
第 16 条 委託者は、信託金を、主としてケイマン籍の円建て外国投資信託 ING・ケイマン・ファンズⅡ‐

ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラスの受益証券およびアイエヌジー投信

株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたアイエヌジー・短期

債券マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受

権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債

券」といいます。）の新株引受権証券および短期社債等を除きます。） 
4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行

信託の受益証券に限ります。） 
 なお、第 3 号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻

し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるも

のとします。 
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用

することの指図をすることができます。 
1． 預金 
2． 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除

きます。） 
3． コール・ローン 
4． 手形割引市場において売買される手形 

 
（利害関係人等との取引等） 
第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、

受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当

該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定

する利害関係人をいいます。以下この条および第 19 条において同じ。）、第 19 条第 1 項に定め

る信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前 2
条に定める資産への投資等ならびに第 22 条、第 23 条、第 25 条に掲げる取引その他これらに類

する行為を行うことができます。 
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこと

ができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことがで

きるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様としま

す。 
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな

い場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商

品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいま

す。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資

等ならびに第 22 条、第 23 条、第 25 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図

をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を



行うことができます。 
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第

32 条第 3 項の通知は行いません。 
 
（運用の基本方針） 
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図

を行います。 
 
（信託業務の委託等） 
第 19 条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信

託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人

を含みます。）を委託先として選定します。 
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと。 
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められ

ること。 
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を

行う体制が整備されていること。 
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に

適合していることを確認するものとします。 
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認め

る者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 
1. 信託財産の保存に係る業務 
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な

行為に係る業務 
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 
（混蔵寄託） 
第 20 条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商

品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。

以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済す

る取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパー

は、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま

たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。 
 
（信託財産の登記等および記載等の留保等） 
第 21 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする

こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま

す。 
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、

速やかに登記または登録をするものとします。 
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属

する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するも

のとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理

することがあります。 
④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を

明らかにする方法により分別して管理することがあります。 



 
（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 
第 22 条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の一部解約の請求および信託財産に属する有価

証券の売却等の指図ができます。 
 
（再投資の指図） 
第 23 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有

価証券等にかかる利子等その他の収入金を再投資することの指図ができます。 
 
（損益の帰属） 
第 24 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属しま

す。 
 
（資金の借入れ） 
第 25 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解

約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済

を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし

て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当

該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への

解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約

代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行

う日における信託財産の純資産総額の 10%をこえないこととします。 
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 
（受託者による資金の立替え） 
第 26 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者

は、資金の立替えをすることができます。 
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未

収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて

信託財産に繰り入れることができます。 
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との間の協議によりそのつど別

にこれを定めます。 
 
（信託の計算期間） 
第 27 条 この信託の計算期間は、毎月 16 日から翌月 15 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 期

の計算期間は平成 23 年 12 月 5 日から平成 24 年 1 月 16 日までとします。 
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次

の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託

期間の終了日とします。 
 
 
 



（信託財産に関する報告等） 
第 28 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者

に提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 
③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告

は行わないこととします。 
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠く

ことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害

するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすること

はできないものとします。 
 

（信託事務の諸費用） 
第 29 条 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含

みます。）等の信託事務に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経

費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 
 
（信託報酬等の額） 
第 30 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 27 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財

産の純資産総額に年 10,000 分の 143 の率を乗じて得た額とします。 
②  前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとし、委

託者と受託者との間の配分は別に定めます。 
③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中か

ら支弁します。 
 
（収益の分配） 
第 31 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」と

いいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額

を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に

あてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託

報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある

ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。 
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

 
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 
第 32 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金

（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）については第 33 条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 33 条

第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部

解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 
 
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 
第 33 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末

日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に



かかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者とします。）に支払います。 
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し

ては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終

了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する取扱金融機関等に交付されます。この場

合、委託者の指定する取扱金融機関等は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかか

る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定にし

たがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第 35 条第 3 項により信託の一部解約

が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定に準じて受益

者に支払います。 
③ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機

関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が

行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で

取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録され

ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、

その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、

当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい

当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
④ 一部解約金（第 35 条第 4 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。

以下同じ。）は、第 35 条第 1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7 営

業日目から当該受益者に支払います。 
⑤ 前各項（第 2 項ただし書き以外を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金

の支払いは、委託者の指定する取扱金融機関等の営業所等において行うものとします。 
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信

託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎

の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により

加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の

信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 
 
（収益分配金および償還金の時効） 
第 34 条 受益者が、収益分配金については第 33 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払い

を請求しないとき、および信託終了による償還金については第 33 条第 3 項に規定する支払開始

日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。 
 
（一部解約） 
第 35 条 受益者（委託者の指定する取扱金融機関等を含みます。以下本条において同じ。）は、自己に

帰属する受益権につき、委託者に対し、取扱金融機関等が委託者の承認を得て定める単位をも

って一部解約の実行を請求することができます。 
② 前項の規定にかかわらず、別に定める現地の取引所もしくは銀行の休業日と同日の場合、また

は毎年 12 月 24 日には原則として一部解約の実行の請求を受付けないものとします。 
③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解

約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている

振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引



き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の

規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま

す。 
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約

します。この場合における一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当

該基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 
⑤ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する取扱金融機関等に対し、振

替受益権をもって行うものとします。 
⑥ この信託の受益者が、この信託の一部解約金の手取金をもって別に定める各信託（この信託を

除きます。）の取得申込をする場合において、取扱金融機関等が当該信託の受益権の取得申

込の受付けを中止したときには、委託者は、当該一部解約請求の受付けを中止することができま

す。 
⑦ 委託者は、取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による

一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求を

取り消すことができます。 
⑧ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止

以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約

の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解

除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第 4 項

の規定に準じて計算された価額とします。 
 
（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 
第 36 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の

支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、

この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
 
（信託契約の解約） 
第 37 条 委託者は、次の場合においては、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ

ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に

届け出ます。 
1. 信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき 
2. やむを得ない事情が発生したとき 
3. 信託契約の一部を解約することにより、受益権口数が 10 億口を下回ることとなったとき 

② 委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受

託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
③ 委託者は、第 1 項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。

この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定

め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をも

ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が

属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益

者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ

なします。 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の

議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 
⑥ 第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当



該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生

じている場合であって、第 3 項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。 
 
（信託約款の変更等） 
第 38 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託

及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい

ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および

その内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変

更することができないものとします。 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に

限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行

います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お

よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れて

いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が

属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益

者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ

なします。 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の

議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の

意思表示をしたときには適用しません。 
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ

ても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され

た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 
 
（反対者の買取請求権） 
第 39 条 第 37 条第 1 項、第 3 項から第 6 項までに規定する信託契約の解約または前条に規定する重大

な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反

対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を

請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 37
条第 3 項または前条第 2 項に規定する書面に付記します。 

 
（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第 40 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。 
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 38 条の規定

にしたがいます。 
 
（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 
第 41 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委



託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 38 条第 2 項の書面決議で否決された場合

を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 
 
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 
第 42 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業

を譲渡することがあります。 
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を承継させることがあります。 
 
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 
第 43 条 受託者は、委託者の承諾を得てその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背い

た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を

請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託

者は、第 38 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場

合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 
 
（信託期間の延長） 
第 44 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者

と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 
 
（公告） 
第 45 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 
 
（信託約款に関する疑義の取扱い） 
第 46 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 
 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成 23 年 12 月 5 日 

 
委託者 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号 

ニューオータニガーデンコート 
アイエヌジー投信株式会社 
代表取締役  ダグラス・リー・ハイマス 
 

受託者 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 番 33 号 
住友信託銀行株式会社 
取締役社長  常陰 均 
 

 



別に定める現地の取引所および銀行 
約款第 12 条第 2 項、第 35 条第 2 項の「別に定める現地の取引所もしくは銀行」とは次のものとします。 

 
シンガポールの銀行 
香港の銀行 
 
 
別に定める各信託 
約款第 12 条第 6 項および第 35 条第 6 項に定める「別に定める各信託」とは次のものをいいます。 
 
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース（毎月分配型） 
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース（毎月分配型） 
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース（毎月分配型） 
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース（毎月分配型） 
 



 

親投資信託 
アイエヌジー・短期債券マザーファンド 

 
運用の基本方針 

信託約款第 13 条に定める委託者の方針は次のものとします。 

1. 基本方針 

この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の保全を目指して運用を行います。 

2. 運用方法 

(1) 投資対象 
主として残存期間の短い日本の債券を主要投資対象とします。 

(2) 投資態度 
① 運用にあたっては流動性を高位に保持します。 
② ポートフォリオの構成にあたっては少数銘柄に偏ることなく分散投資に留意し、イ

ンカムゲインの確保に努めるとともに、リスクの低減に努めます。 
③ ポートフォリオに組入れる債券は原則として、投資適格債券とします。この場合、

複数の機関によって格付がなされているときには、その最低の格付をもって当該

債券の格付とします。 
④ ポートフォリオに組入れられる債券の平均格付けは原則としてＡ格以上に保ちます。 
⑤ 資産運用は 

(1) イールドカーブの分析とポジショニングの決定 
(2) 銘柄の選定 
(3) リスクコントロール 
の 3 つのステップで行います。 

⑥ シティグループ世界マネーマーケットインデックス（日本円 3 ヵ月ユーロ預金）を

ベンチマークとします。 
⑦ 円貨建資産に投資することを原則としますが、投資政策委員会およびファンドマ

ネージャーの判断により外貨建資産に投資することもあります。この場合、為替リ

スクについてはフルヘッジします。 
⑧ 資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。 
⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを

回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図を行うことができます。 
⑩ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取

引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取

引および通貨にかかるオプション取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかか

る先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有

価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨

にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引およ

び金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」とい

います。）を行うことができます。 
⑪ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび

為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取

金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま



 

す。）および金利先渡取引ならびに為替先渡取引を行うことができます。 
⑫ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券店頭指数等先渡取引、

有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引および店頭金融先物

取引を行うことができます。 
(3) 投資制限 

① 原則として残存期間が 1 年を超える公社債には投資しません。 
② 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 
③ 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は行いません。 
④ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約

権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資

は行いません。 
⑤ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 
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